
民
の
健
康
と
い
う
視
点
で
考

え
た
と
き
、
重
複
の
検
査
や

投
薬
と
い
っ
た
も
の
を
デ
ジ

タ
ル
化
に
よ
っ
て
是
正
す
べ

き
」
と
の
意
見
が
出
た
。
ま

た
効
果
的
な
健
康
管
理
・
適

正
受
診
指
導
（
頻
回
受
診
対

策
）
に
も
つ
な
が
る
と
し
た
。

　
　
　

 

◇　

◇　

◇

　
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感

染
症
で
医
療
機
関
の
受
診
控

え
も
あ
る
一
方
、
中
長
期
的

な
社
会
保
障
費
を
抑
え
る
改

革
が
必
要
と
の
意
見
が
相
次

ぎ
、
同
分
科
会
の
増
田
会
長

代
理
は
「
制
度
の
根
幹
で
議

論
を
緩
め
て
は
い
け
な
い
」

と
述
べ
た
。
し
か
し
地
域
医

療
構
想
で
は
、
地
域
の
く
ら

し
の
現
状
や
国
民
一
人
ひ
と

り
の
今
ま
で
の
生
活
の
実
態

を
顧
み
ず
、
単
に
病
床
数
と

入
院
医
療
費
と
の
強
い
相
関

な
ど
を
「
見
え
る
化
」
し
て

き
た
。
数
値
の
み
を
基
準
と

し
た
負
担
の
あ
り
方
に
は
到

底
納
得
で
き
な
い
。
今
後
の

議
論
を
注
視
し
て
い
き
た
い
。

局
等
に
お
い
て
確
認
で
き
る

仕
組
み
を
構
築
す
べ
き
と
し
、

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
保

険
証
利
用
の
原
則
化
な
ど
の

対
応
を
検
討
す
る
こ
と
が
必

要
だ
と
し
た
。
そ
の
上
で
、

医
療
機
関
が
患
者
の
過
去
の

診
療
・
処
方
箋
情
報
な
ど
を

参
照
で
き
る
場
合
は
「
重
複

投
薬
・
重
複
検
査
な
ど
に
対

す
る
診
療
報
酬
上
の
対
応
を

検
討
す
べ
き
」
と
主
張
、「
国

現
役
世
代
な
ど
の
３
〜
７
倍

近
く
に
な
る
。
高
齢
者
に
窓

口
負
担
の
２
割
・
３
割
へ
の

引
き
上
げ
を
求
め
る
こ
と
は
、

単
純
に
医
療
費
負
担
が
２
倍
、

３
倍
に
な
る
の
で
は
な
く
、

実
質
的
な
負
担
は
現
役
世
代

の
何
倍
に
も
な
る
。
高
齢
者

に
特
有
の
複
数
・
長
期
・
重

度
な
ど
の
病
気
の
特
徴
が
あ

る
か
ら
こ
そ
、
高
齢
者
の
自

己
負
担
は
軽
減
さ
れ
て
き
た
。

負
担
割
合
を
引
き
上
げ
て
、

現
役
世
代
と
同
じ
に
す
れ
ば
、

高
齢
者
の
受
診
抑
制
の
深
刻

化
、
病
気
の
重
症
化
は
必
至

だ
。

　

21
年
度
か
ら
毎
年
改
定
す

る
仕
組
み
に
変
え
た
医
薬
品

の
公
定
価
格
（
薬
価
）
で
は
、

先
発
医
薬
品
を
含
め
た
全
品

改
定
や
市
場
実
勢
価
格
の
加

重
平
均
値
に
対
し
て
上
乗
せ

を
行
っ
て
い
る
調
整
幅
の
見

直
し
に
つ
い
て
言
及
が
あ
っ

た
。
そ
の
他
に
薬
価
算
定
プ

ロ
セ
ス
の
透
明
性
を
向
上
さ

せ
る
こ
と
、
薬
剤
の
種
類
に

応
じ
た
患
者
負
担
の
設
定
、

薬
剤
費
の
一
定
額
ま
で
を
全

額
患
者
負
担
、
後
発
医
薬
品

の
更
な
る
使
用
促
進
、
バ
イ

オ
シ
ミ
ラ
ー
の
使
用
促
進
の

た
め
の
新
た
な
数
量
目
標
の

設
定―

―

な
ど
を
求
め
た
。

　
デ
ジ
タ
ル
化
促
進
に
よ
る

適
正
受
診
・
医
療
費
適
正
化

の
推
進
で
は
、
患
者
の
保
険

医
療
情
報
を
医
療
機
関
・
薬

と
る
べ
き
と
の
意
見
が
多

か
っ
た
。
ま
た
金
融
資
産
を

勘
案
し
た
負
担
、
現
役
並
み

所
得
の
判
定
基
準
の
見
直
し
、

紹
介
状
な
し
で
大
病
院
を
受

診
す
る
場
合
等
の
定
額
負
担

の
増
額
分
を
公
的
医
療
保
険

の
負
担
を
軽
減
す
る
よ
う
に

改
め
、
対
象
病
院
を
病
床
数

２
０
０
床
以
上
の
一
般
病
院

に
拡
大
す
る
な
ど
の
意
見
も

出
さ
れ
た
。

　
高
齢
者
は
、
収
入
の
大
半

を
低
い
公
的
年
金
に
頼
る
一

方
で
、
複
数
の
病
気
を
抱
え
、

治
療
も
長
期
間
に
及
ぶ
。
入

院
も
増
え
、
医
療
費
負
担
は

 　
分
科
会
資
料
で
は
、
本
来

税
財
源
に
よ
り
賄
わ
れ
る
べ

き
公
費
の
財
源
に
つ
い
て「
特

例
公
費
を
通
じ
て
将
来
世
代

へ
負
担
が
先
送
り
さ
れ
て
い

る
た
め
、
負
担
増
を
伴
わ
な

い
ま
ま
給
付
が
先
行
す
る
形

と
な
っ
て
お
り
、
中
福
祉
、

低
負
担
と
い
う
状
況
に
あ
る
」

と
指
摘
。
一
定
以
上
の
所
得

の
あ
る
75
歳
以
上
の
高
齢
者

の
窓
口
負
担
を
２
割
に
引
き

上
げ
る
方
針
が
決
ま
っ
て
お

り
、
そ
の
対
象
範
囲
を
広
く

北 海 道 保 険 医 新 聞

　
コ
ロ
ナ
禍
で
の
生
活
も
８

か
月
に
及
び
、
長
い
闘
い
は

続
く
。
人
や
モ
ノ
と
接
し
な

い
形
で
利
便
性
を
求
め
る
動

き
は
進
む
。
デ
ジ
タ
ル
化
の

波
は
抑
え
よ
う
も
な
い
▼
会

議
や
講
演
会
、
学
会
も
ウ
ェ

ブ
配
信
に
よ
る
開
催
が
多
い
。

移
動
の
手
間
が
省
け
、
遠
方

か
ら
で
も
参
加
し
や
す
い
な

ど
利
便
性
が
あ
る
。
だ
が
、

画
面
を
通
し
て
の
視
聴
の
た

め
、
熱
気
が
伝
わ
り
に
く
く

味
気
な
い
。
や
は
り
、
リ
ア

ル
で
な
い
と
議
論
が
深
ま
ら

な
い
▼
政
府
は
「
新
た
な
日

常
」
に
向
け
て
、
デ
ジ
タ
ル
・

オ
ン
ラ
イ
ン
化
の
推
進
を
強

調
し
て
い
る
。
田
村
厚
労
相

は
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
を
め
ぐ

り
「
初
診
を
含
め
原
則
解
禁

す
る
」
と
表
明
し
、
コ
ロ
ナ

禍
で
の
時
限
的
な
措
置
の
恒

久
化
に
向
け
た
方
針
を
示
し

た
。
経
済
界
も
オ
ン
ラ
イ
ン

診
療
の
拡
大
を
強
く
要
望
し

て
い
る
▼
医
療
で
の
Ｉ
Ｃ
Ｔ

の
利
用
は
、
医
療
の
質
向
上

に
寄
与
す
る
だ
ろ
う
。
オ
ン

ラ
イ
ン
診
療
も
医
療
へ
の
ア

ク
セ
ス
が
制
限
さ
れ
る
患
者

へ
の
適
用
な
ど
条
件
を
限
れ

ば
有
用
で
は
あ
る
。
し
か
し
、

画
面
を
通
し
て
得
ら
れ
る
情

報
は
限
ら
れ
、
医
療
安
全
の

確
保
が
危
惧
さ
れ
る
。
診
療

は
五
感
を
フ
ル
活
用
で
き
る

リ
ア
ル
が
大
切
だ
。
利
便
性
、

経
済
性
だ
け
を
優
先
し
て
い

て
は
医
療
の
安
全
は
守
れ
な

い
。

加藤 康夫

（
あ
）

2020年（令和2年）11月5日

　

財
政
制
度
等
審
議
会
財
政
制
度
分
科
会
は
10
月
８
日
、

年
末
に
も
と
り
ま
と
め
る
建
議
に
向
け
「
社
会
保
障
に
つ
い

て
」
と
し
て
医
療
、
子
ど
も
・
子
育
て
、
雇
用
を
議
論
し
た
。

　

財
務
省
は
社
会
保
障
関
係
費
が
伸
び
て
い
る
こ
と
や
、
給

付
の
増
嵩
が
財
政
悪
化
の
最
大
の
要
因
で
あ
る
と
す
る
資
料

を
提
出
し
た
。
し
か
し
、
日
本
の
対
Ｇ
Ｄ
Ｐ
比
の
社
会
保

障
支
出
は
決
し
て
高
く
な
い
。高
齢
化
率
等
を
踏
ま
え
れ
ば
、

諸
外
国
と
比
較
し
て
む
し
ろ
低
く
抑
え
ら
れ
て
お
り
、
財
政

赤
字
の
原
因
が
単
に
社
会
保
障
支
出
に
あ
る
と
は
言
え
な

い
。
医
療
関
連
に
つ
い
て
解
説
す
る
。

（1）第939号（昭和40年4月18日 第3種郵便物認可）

　本会実施のアンケート調査で、新型コロナウ
イルスの感染拡大により、多くの患者が医科・
歯科医療機関の受診を差し控えていることが
判明しました。本会は、北海道新聞の9/26付朝
刊、10/16日付夕刊に意見広告を掲載し、大き
な反響を呼びました。

主な目次　

解
説
「
『
時
間
外
上
限
規
制
』

開
始
に
向
け
議
論
再
開
」

歯
科
保
険
診
療
研
究

●
会
員
訪
問

●
支
部
だ
よ
り

読
後
感

時
論「
誰
が
為
の
公
助
」

●
…
面
２

●
…
面
３

●

●
…
面
４

財 政 制 度 審 議 会

医
療
費
削
減
策
を
議
論

給
付
の
増
嵩
が
財
政
悪
化
の
最
大
要
因
と
主
張

道新メッセージ広告に
大きな反響

道民の健康を守るため、受診や健診、予防接種などを勧奨

北海道新聞9/26付朝刊、10/16付夕刊

財政審で議論する主な社会保障の課題

高
齢
者
、窓
口
負
担
２
割

引
き
上
げ
は
妥
当
か

薬
剤
費 

薬
剤
の
種
類
に

応
じ
て
患
者
負
担
増
か

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の

保
険
証
利
用
強
化

項　目

患者負担の見直し

薬価改定

介護報酬

不妊治療

保育の受け皿

雇用対策

議論のポイント

窓口負担を１割から２割に上げる
75歳以上の所得水準をどうするか

価格を下げる薬の対象範囲

利用者負担の引き上げ

助成制度の所得制限についての
緩和・撤廃

21年度以降の整備計画の作成。
24年度までに14万人分の不足懸念も

雇用調整助成金の特例措置の縮減



　
厚
労
省
は
、Ｂ・Ｃ
指
定
な

ど
を
受
け
る
医
療
機
関
が
策

定
し
取
組
む
こ
と
と
な
る「
医

師
労
働
時
間
短
縮
計
画
」
に

つ
い
て
「
医
師
労
働
時
間
短

縮
計
画
策
定
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

案
」
を
示
し
た
。
そ
の
ガ
イ

ド
ラ
イ
ン
案
を
見
る
と
①
医

師
の
増
員
に
つ
い
て
は
記
載

項
目
に
な
い
②
医
療
機
関
毎

に
策
定
す
る
た
め
、
医
師
の

兼
業
・
副
業
先
の
労
働
時
間

は
含
ま
ず
記
載
③
負
担
軽
減

策
の
要
と
さ
れ
る
タ
ス
ク
シ

フ
ト
／
シ
ェ
ア
も
最
低
限
１

項
目
の
記
載
で
良
い―

な
ど
、

労
働
時
間
短
縮
計
画
を
策
定

し
、
時
間
短
縮
を
実
効
す
る

に
は
十
分
な
内
容
と
は
言
え

ず
疑
問
が
残
る
。

　
厚
労
省
は
、
医
師
の
労
働

時
間
短
縮
等
に
向
け
「
基
本

的
考
え
方
・
医
師
の
時
間
外

労
働
短
縮
目
標
ラ
イ
ン
・
各

関
係
者
が
取
組
む
べ
き
推
奨

事
項
」
の
３
点
を
盛
り
込
ん

だ
「
医
師
の
労
働
時
間
短
縮

等
に
関
す
る
大
臣
指
針
」
を

策
定
し
法
整
備
の
考
え
を
示

し
て
い
る
。

　
短
縮
目
標
ラ
イ
ン
に
つ
い

て
は
、
35
年
度
末
ま
で
に「
地

域
医
療
確
保
の
暫
定
特
例
水

準（
Ｂ
水
準
）」を
解
消
す
る
た

め
、全
て
の
Ｂ
水
準
対
象
医
師

が
目
指
す
べ
き
時
間
外
労
働

の
上
限
時
間
数
の
目
標
値
と

し
て
設
定
す
る
。24
年
４
月
時

点
で
の
時
間
外
労
働
時
間
数

に
応
じ
て
複
数
の
パ
タ
ー
ン

を
設
け
、
そ
れ
ぞ
れ
例
え
ば

３
年
ご
と
の
目
標
値
を
示
す

な
ど
、
段
階
的
に
設
定
す
る
。

　

24
年
度
よ
り
、
時
間
外
労

働
で
年
９
６
０
時
間
を
超
え

る
医
師
が
い
る
医
療
機
関
は
、

地
域
医
療
確
保
に
係
る
特
例

（
Ｂ
水
準
）
の
指
定
を
受
け
、

医
師
の
労
働
時
間
短
縮
計
画

の
策
定
・
実
施
な
ど
が
義
務

付
け
ら
れ
る
。

　
自
院
で
の
時
間
外
労
働
が

９
６
０
時
間
以
下
で
も
、
兼

業
・
副
業
先
を
合
計
す
る
と

年
９
６
０
時
間
を
超
え
る
医

師
が
い
る
病
院
は
全
体
の
１

割
を
占
め
、
大
学
病
院
で
は

４
分
の
１
弱
に
及
ぶ
。
本
務

先
は
、
年
９
６
０
時
間
以
内

に
抑
え
る
た
め
、
兼
業
先
か

ら
医
師
を
引
き
上
げ
る
恐
れ

が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

　

厚
労
省
は
検
討
会
で
、
こ

う
し
た
医
師
が
い
る
医
療
機

関
の
う
ち「
地
域
医
療
を
確
保

す
る
た
め
必
要
な
役
割
を
担

う
」
も
の
に
つ
い
て
は
、Ｂ
水

準
の
類
型
に
追
加
す
る
こ
と

を
提
案
し
た
。
大
学
病
院
や

地
域
医
療
支
援
病
院
な
ど
が

想
定
さ
れ
て
お
り
、
地
域
医

療
に
必
要
な
役
割
に
該
当
す

る
か
ど
う
か
は「
前
年
度
の
医

師
の
派
遣
実
績
」
な
ど
に
基

づ
き
都
道
府
県
で
判
断
す
る

よ
う
求
め
る
と
し
て
い
る
。

　
た
だ
し
、
新
た
な
類
型
の

み
で
Ｂ
水
準
の
指
定
を
受
け

る
場
合
は
、
単
独
の
病
院
で

定
め
る
36
協
定
の
時
間
外
・

休
日
労
働
の
上
限
は
、
年
間

９
６
０
時
間
以
内
に
収
め
る

必
要
が
あ
る
。

　
過
労
死
ラ
イ
ン
を
超
え
る

医
師
に
対
し
て
は
、
連
勤
制

限
や
勤
務
間
イ
ン
タ
ー
バ
ル

な
ど
で
最
低
限
の
健
康
を
確

保
す
る
た
め
手
当
て
（
＝
追

加
的
健
康
確
保
措
置
）
す
る
。

具
体
的
に
は
、
医
療
機
関
が

副
業
・
兼
業
先
で
の
労
働
時

間
管
理
を
行
う
こ
と
は
負
担

が
過
大
と
想
定
さ
れ
、
労
働

時
間
管
理
に
つ
い
て
は
自
己

申
告
を
ベ
ー
ス
と
し
、
医
療

機
関
は
把
握
し
た
時
間
に
基

づ
き
追
加
的
健
康
確
保
措
置

を
実
施
す
る
義
務
を
負
う
。

　
ま
た
、
追
加
的
健
康
確
保

措
置
を
円
滑
に
進
め
る
た
め

医
師
の
自
己
申
告
に
つ
い
て
、

一
定
の
対
応
策
が
検
討
さ
れ

る
見
通
し
だ
が
、
前
提
と
な

る
労
働
時
間
の
把
握
に
つ
い

て
、
一
般
則
の
ガ
イ
ド
ラ
イ

ン
と
同
様
に
、
労
働
者
（
勤

務
医
）
の
自
己
申
告
に
委
ね

る
た
め
、
過
労
死
の
歯
止
め

と
な
る
本
措
置
さ
え
形
骸
化

す
る
恐
れ
も
あ
る
。

　
　
　

 

◇　

◇　

◇

　
時
間
外
上
限
規
制
の
実
施

よ
る
地
域
医
療
へ
の
影
響
は
、

最
も
重
要
な
論
点
の
１
つ
と

し
て
こ
れ
ま
で
も
議
論
さ
れ

て
き
た
。

　
働
き
方
改
革
の
一
環
と
し

て
導
入
さ
れ
る
医
師
の
残
業

規
制
に
よ
り
、
地
域
に
よ
っ

て
は
今
ま
で
の
診
療
提
供
体

制
の
維
持
が
難
し
く
な
り
変

更
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
。
医

師
の
働
き
方
改
革
は
、
地
域

医
療
体
制
の
見
直
し
と
一
体

で
あ
る
。

　
４
年
後
の
規
制
導
入
に
向

け
て
は
、
地
域
医
療
に
配
慮

し
医
療
の
質
が
保
た
れ
た
制

度
改
正
と
な
る
よ
う
適
切
な

準
備
が
望
ま
れ
る
。

な
る
。
ま
た
、
国
は
35
年
度

末
に
Ｂ
水
準
の
廃
止
を
目
指

す
方
針
で
、
大
半
の
医
療
機

関
は
Ａ
水
準
の
順
守
が
求
め

ら
れ
る
。

　
〈
Ｃ
水
準
に
つ
い
て
は
、
35

年
度
末
以
降
も
残
る
が
将
来

に
向
け
て
縮
減
す
る
方
向
〉

　
過
労
死
ラ
イ
ン
を
超
え
た

医
師
の
働
き
方
が
認
め
ら
れ

る
Ｂ・Ｃ
水
準
の
医
療
機
関
を

ど
の
よ
う
に
評
価
・
指
定
す

る
か
、
そ
の
「
評
価
機
能
」

組
織
の
役
割
と
担
い
手
に
つ

い
て
「
都
道
府
県
か
ら
中
立

の
機
能
」「
評
価
に
必
要
な
医

療
に
つ
い
て
の
知
見
」
が
要

求
さ
れ
て
い
る
。

　
今
回
、厚
労
省
は
さ
ら
に
①
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誰
が
為
の
公
助

　
新
し
い
内
閣
が
９
月
16

日
に
発
足
し
た
。
あ
え
て

首
相
の
名
前
は
挙
げ
な
い

が
、
官
房
長
官
時
代
か
ら

の
発
言
で
気
に
な
る
こ
と

が
あ
る
。「
自
助
・
共
助
・

公
助
」
を
こ
と
あ
る
ご
と

に
使
用
し
、
内
閣
発
足
後

の
基
本
方
針
の
主
文
に
も

記
載
し
て
い
る
。

　
そ
も
そ
も
こ
の
３
語
は

阪
神
淡
路
大
震
災
の
時
よ

り
主
に
防
災
時
の
備
え
の

考
え
方
と
し
て
、
一
般
に

広
ま
っ
て
来
た
と
理
解
し

て
い
る
。
自
助
と
は
、
自

分
と
家
族
は
自
分
た
ち
自

身
で
命
・
財
産
を
守
る
と

の
考
え
の
下
、
災
害
に
備

え
て
対
応
す
る
。
こ
れ
に

費
と
言
わ
れ
て
い
る
部
分

も
結
局
は
国
民
が
納
め
た

税
金
で
あ
る
。
い
わ
ば
全

て
国
民
負
担
な
の
に
、
国

の
医
療
負
担
が
増
大
し
、

こ
の
ま
ま
だ
と
大
変
だ
と

言
う
認
識
を
国
民
に
植
え

付
け
る
の
に
必
死
で
あ
る
。

　
困
窮
し
た
国
民
が
納
付

し
た
税
金
の
使
途
は
、
も
っ

と
議
論
す
べ
き
で
、
誤
っ

た
見
識
を
持
つ
政
治
家
に

任
せ
る
べ
き
で
は
な
い
。

今
後
も
公
助
の
削
減
が
続

く
こ
と
が
予
想
さ
れ
、
本

会
は
国
民
の
医
療
に
対
す

る
意
識
改
革
を
促
し
、
崩

壊
し
続
け
る
医
療
に
、
な

ん
と
し
て
も
歯
止
め
を
か

け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

対
し
、
共
助
と
は
、
災
害

時
に
、
ま
ず
自
分
自
身
や

家
族
の
安
全
を
確
保
し
た

な
ら
、
近
所
や
地
域
の
人

た
ち
と
助
け
合
う
こ
と
を

指
す
。 公
助
は
、
国
や
地
方

自
治
体
、
消
防
、
警
察
、
自

衛
隊
な
ど
に
よ
る
公
的
な

支
援
を
指
す
。
従
っ
て
大

規
模
災
害
時
に
は
、
迅
速

に
提
供
で
き
る
「
公
助
」

に
限
界
が
あ
る
こ
と
か
ら
、

身
を
守
る
た
め
に
は
自
助

や
共
助
が
重
要
で
、
い
つ

も
自
助
・
共
助
を
意
識
し
、

生
活
す
る
こ
と
が
大
切
で

あ
る
。

　
し
か
し
今
の
首
相
を
は

じ
め
、
以
前
か
ら
政
府
与

党
が
政
治
的
に
利
用
し
て

い
る
３
語
は
「
自
分
の
こ

と
は
自
分
で
守
る
。
そ
れ

が
で
き
な
け
れ
ば
地
域
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
で
助
け
合

う
。
そ
れ
も
で
き
な
け
れ

ば
国
が
最
低
限
は
助
け
る
」

と
い
う
意
味
の
よ
う
で
あ

る
。
は
っ
き
り
言
う
と
国

は
最
低
限
の
こ
と
は
す
る

け
れ
ど
、
生
活
の
質
や
尊

厳
ま
で
は
守
り
ま
せ
ん
と

国
の
責
任
を
す
で
に
放
棄

し
て
い
る
。

　
医
療
は
公
助
を
充
実
さ

せ
る
こ
と
が
必
要
不
可
欠

で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で

も
な
い
。
現
状
は
、
国
民

の
負
担
を
増
加
さ
せ
公
費

を
削
減
し
て
い
る
。
医
療

に
お
け
る
負
担
は
患
者
負

担
、保
険
料
、公
費
（
公
助
）

に
よ
っ
て
成
り
立
つ
。
公

　

医
療
機
関
の

　
　
　

評
価
・
指
定

時
間
短
縮
の

　
　

実
効
性
に
疑
問

派
遣
先
含
め
９
６
０

時
間
超
も
Ｂ
水
準
に

「時間外上限規制」

厚労省・医師の働き方改革の推進に関する検討会

解　説

　

厚
生
労
働
省
は「
医
師
の
働
き
方
改
革
の

推
進
に
関
す
る
検
討
会
」を
第
７
回（
３
月
11

日
）以
降
、５
カ
月
ぶ
り
に
開
催
し
た
。一
般

企
業
で
は
既
に
始
ま
っ
て
い
る
時
間
外
労
働

の
上
限
規
制
が
、２
０
２
４
年
４
月
か
ら
医

師
に
も
適
用
さ
れ
る
。当
初
年
内
に
結
論
を

得
る
と
し
て
い
た
が
、コ
ロ
ナ
禍
の
影
響
も
あ

り
審
議
日
程
は
１
年
遅
れ
と
な
っ
て
い
る
。

　
厚
労
省
の
「
医
師
の
働
き

方
改
革
に
関
す
る
検
討
会
」

が
19
年
３
月
に
報
告
書
を
ま

と
め
、Ａ
〜
Ｃ
の
３
つ
の
上
限

水
準
が
設
定
さ
れ
る
こ
と
が

決
ま
っ
た　
　
。

　
Ａ
は
一
般
的
な
医
療
機
関

が
順
守
す
べ
き
水
準
で
「
月

１
０
０
時
間
未
満
・
年
９
６

０
時
間
以
下
（
過
労
死
ラ
イ

ン
）」。Ｂ
は
地
域
医
療
の
確
保

の
た
め
や
む
な
く
長
時
間
労

働
と
な
る
場
合
を
想
定
し
た

「
地
域
医
療
確
保
暫
定
特
例
水

準
」
で
、「
月
１
０
０
時
間
未

満
・
年
１
８
６
０
時
間
以
下
」

の
上
限
が
設
定
さ
れ
る
。Ｃ
は

初
期
研
修
医
や
専
攻
医
を
対

象
と
し
、Ｂ
と
同
じ
時
間
外
労

働
の
上
限
と
な
る
。Ｂ
水
準
は

あ
く
ま
で
「
特
例
」
で
あ
り
、

対
象
病
院
は
一
定
の
要
件
の

下
、
一
部
に
絞
り
込
ま
れ
る

予
定
だ
。

　
つ
ま
り
、
上
限
規
制
が
適

用
さ
れ
る
24
年
４
月
ま
で
に
、

多
く
の
病
院
が
Ａ
水
準
を
満

た
す
体
制
づ
く
り
が
必
要
に

医
療
機
関
の
労
働
時
間
短
縮

の
取
組
み
を
評
価
す
る
に
際

し
て
医
療
の
現
場
に
精
通
し

て
い
る
こ
と
が
望
ま
し
い
②

医
療
機
関
の
労
働
時
間
短
縮

の
取
組
み
を
客
観
的
に
評
価

す
る
体
制
が
整
備
さ
れ
、そ
の

取
組
み
と
地
域
医
療
提
供
体

制
と
の
関
係
を
分
析
す
る
体

制
が
整
っ
て
い
る
③
評
価
機
能

を
担
う
組
織
も
全
国
を
カ
バ
ー

で
き
る
体
制
を
有
し
て
い
る―

の
３
点
を
追
加
提
示
し
た
。

　
担
い
手
と
し
て
は
「
日
本

医
師
会
が
病
院
団
体
と
連
携

し
て
担
う
」
と
の
声
も
聞
か

れ
る
が
、
依
然
不
透
明
の
ま

ま
と
な
っ
て
い
る
。

図 厚労省資料より

開始に向け議論再開

医
師
の
労
働
時
間

　
　
　
　
　

の
把
握

20247/5
20247/5

図

※計画策定の義務化は、遅くとも2021年度～

※評価機能による第三者評価開始は、遅くとも2022年度～

※義務化開始年限は、今後、臨床研修部会等において検討。

※審査組織による個別審査開始は、遅くとも2022年度～



　
こ
の「
こ
と
ば
」を
、医
の
心

の
原
点
と
信
じ
て
歩
ん
で
き

た
小
生
は
、人
間
の
ふ
れ
あ
い

支
え
合
い
が
揺
ら
い
で
い
る
、

今
を
悲
し
ん
で
い
ま
す
。

　
新
型
コ
ロ
ナ
禍
が
暴
風
さ

な
が
ら
吹
き
荒
れ
て
、
日
程

の
大
部
分
が
白
紙
と
な
っ
た

２
月
以
降
の
日
々
で
し
た
。

そ
ん
な
中
８
月
末
に
、
あ
る

自
治
体
が
小
生
の
講
演
会
を

開
催
し
て
く
れ
ま
し
た
。
関

係
者
方
の
多
大
な
ご
尽
力
に
、

感
謝
す
る
ば
か
り
で
す
。

　
し
か
し
会
場
は
５
０
０
人

定
員
の
広
さ
に
、
限
定
１
２

０
人
の
マ
ス
ク
姿
の
聴
衆
で

し
た
。
演
壇
と
最
前
列
の
距

離
も
か
な
り
あ
り
ま
し
た
。

　
講
演
と
は
、
演
者
が
一
方

的
に
語
る
も
の
で
は
な
く
、

聴
く
人
と
一
体
に
な
っ
て

作
っ
て
い
く
も
の
、
と
思
っ

て
い
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、
こ

の
会
場
設
定
で
は
、
客
席
の

反
応
が
殆
ど
分
か
ら
な
か
っ

た
の
で
す
。

　
そ
の
為
か
、
要
所
で
話
の

接
ぎ
穂
を
見
失
っ
て
、
か
つ

て
な
い
苦
労
を
し
た
も
の
で

し
た
。
そ
れ
で
も
講
演
後
に

は
、「
幸
せ
な
気
持
ち
に
な
っ
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が
ら
、
道
無
き
藪
や
沢
筋
を

進
む
。
獲
物
が
捕
れ
な
い

日
々
、
厳
し
い
寒
さ
、
そ
し

て
滑
落
事
故
。
自
ら
サ
バ
イ

バ
ル
登
山
と
称
し
、
生
死
を

問
い
な
が
ら
進
む
。
第
二
部

は
ロ
シ
ア
北
極
圏
に
あ
る
湖

へ
の
サ
バ
イ
バ
ル
行
。
荒
野

で
文
明
の
力
を
借
り
ず
生
き

る
遊
牧
民
族
の
猟
師
と
運
命

的
に
出
会
い
、
生
き
て
い
く

世
界
観
を
共
感
す
る
。

　
「
生
き
る
た
め
に
食
べ
る
」

と
い
う
生
き
物
本
来
の
姿
を

人
間
社
会
に
突
き
つ
け
る
著

者
の
生
き
方
に
驚
嘆
し
た
。

　
私
た
ち
が
普
段
口
に
す
る

食
べ
物
の
ほ
と
ん
ど
は「
買
っ

た
も
の
」。食
料
は
加
工
さ
れ
、

原
型
を
と
ど
め
て
い
な
い
。

肉
は
飼
育
さ
れ
て
い
る
。
著

者
は
そ
ん
な
現
代
社
会
に
お

い
て
、
持
ち
物
は
米
と
調
味

料
の
み
、
水
や
食
料
は
す
べ

て
現
地
調
達
の
旅
を
す
る
。

日
本
の
山
々
を
巡
る
第
一
部
。

冬
は
鹿
や
ヤ
マ
ド
リ
、
夏
は

山
菜
や
岩
魚
な
ど
を
狩
り
な

〈
主
な
協
議・検
討
事
項
〉

①
２
０
２
０
年
度
歯
科
部
関
連
事
業
の
具
体
化
に
つ
い
て

　
・  

現
状
確
認
と
、
今
後
の
開
催
検
討
を
行
っ
た
。

②（
保
団
連
）歯
科
全
国
交
流
集
会　
発
言
通
告
に
つ
い
て

　

 

・
出
席
者
の
確
認
を
行
い
、
発
言
通
告
に
つ
い
て
は

　

   

今
後
検
討
を
行
う
。

③（
保
団
連
）「
保
険
で
良
い
歯
科
医
療
を
」全
国
連
絡
会

　

 

総
会
お
よ
び
討
論
会
に
つ
い
て

　
・  

開
催
日
等
の
確
認
を
行
っ
た
。

④
２
０
２
０
年
度「
歯
科
保
険
診
に
関
す
る
ア
ン
ケ
ー
ト
」

　

 

実
施
に
つ
い
て

　
・  

例
年
通
り
ア
ン
ケ
ー
ト
を
実
施
す
る
。
内
容
は

　

  

今
後
検
討
。

⑤
そ
の
他

　
・  （
石
川
県
保
険
医
協
会
）
歯
科
保
険
診
療
便
覧

　

  

発
行
の
案
内

　
・  （
兵
庫
県
保
険
医
協
会
）
歯
科
ミ
ニ
リ
ー
フ
レ
ッ
ト

　

  

の
ご
活
用
の
お
願
い

　
・  　
／
５
号
「
歯
科
保
険
診
療
研
究
」
原
稿
の
確
認

第
7
回
歯
科
部
担
当
理
事
会（
10
月
14
日
）

歯
科
部
だ
よ
り

※

次
回 

２
０
２
０
年
度
第
８
回
歯
科
部
担
当
理
事
会

…

11
月
11
日（
水
）午
後
７
時

ツ
ン
ド
ラ・サ
バ
イ
バ
ル

　
　
　
服 

部 

文 

祥 

著

み 

す 

ず 

書 

房

聞
き
手

事
務
局 

田
中

（

）

ご活用ください！ 待合室用 歯科ミニリーフレット

詳細は本号同封のちらしをご覧ください。

訪
問
に
来
る
の
が
楽
し
み
に

な
る
よ
う
に
し
て
い
き
た
い
で

す
。

―

ど
の
よ
う
な
医
院
を
目
指
し

　
て
い
ま
す
か

　
地
域
の
中
で
、
何
か
あ
っ

た
ら
ク
リ
ニ
ッ
ク
に
行
っ
て

相
談
し
て
み
よ
う
と
気
軽
に

思
っ
て
も
ら
え
る
く
ら
い
地

域
に
根
付
く
こ
と
で
す
。

―

今
後
の
目
標
に
つ
い
て

　
地
域
医
療
、
看
護
、
介
護

に
お
い
て
、
も
み
じ
台
を
中

心
と
し
た
近
隣
地
域
の
中
心

に
な
っ
て
、
住
民
の
方
々
の

支
え
に
な
る
こ
と
で
す
。

―

保
険
医
会
に
対
す
る
要
望
な
ど

　
時
々
刻
々
と
変
化
す
る
医

療
制
度
に
関
す
る
情
報
提
供

等
を
お
願
い
し
ま
す
。

自分の理想を胸に

中木村　繁 先生
ファミリークリニックこころ　札幌市・厚別区120120

略歴
　神奈川県出身。北海道大学医学部
卒業後、同大の第一外科に入局。そ
の後道内の病院に勤務を経て、ファミ
リークリニックこころを開業。

さ
れ
る
医
療
を
自
分
の
理
想

の
思
い
の
ま
ま
に
実
践
す
る

た
め
で
す
。

―

開
業
後
の
苦
労
話
な
ど

　
当
初
は
、資
金
不
足
か
ら
、

黒
字
転
化
す
る
ま
で
は
、
事

務
長
と
毎
夜
、
経
営
会
議
を

し
て
い
ま
し
た
。

　
勤
務
医
の
と
き
は
、
正
し

い
と
思
っ
た
こ
と
も
や
ら
せ

て
も
ら
え
ず
、
ス
ト
レ
ス
で

し
た
が
、
今
は
、
良
い
と
思

―

保
険
医
会
に
入
会
し
た
理
由
は

　
ク
リ
ー
ン
で
し
っ
か
り
し

た
ク
リ
ニ
ッ
ク
経
営
を
行
う

に
は
、
保
険
医
会
な
ど
に
入

会
す
べ
き
と
考
え
た
た
め
。

―

ご
専
門
は

　
一
般
内
科
、消
化
器
外
科
、

リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
科
で

す
。

―

開
業
し
た
動
機
は
何
で
す
か

　
地
域
医
療
に
お
い
て
、
今
、

本
当
に
足
り
な
い
、
必
要
と

え
る
こ
と
を
好
き
な
だ
け
行

え
ま
す
。
患
者
さ
ん
と
の
距

離
が
近
く
、
最
期
ま
で
精
一

杯
支
え
る
こ
と
が
で
き
、
本

人
、
ご
家
族
が
後
悔
の
な
い

在
宅
生
活
を
送
ら
れ
、
感
謝

の
お
言
葉
を
い
た
だ
け
た
時

は
、
や
っ
て
よ
か
っ
た
と
思

い
ま
す
。

―

診
療
で
心
掛
け
て
い
る
こ
と
は

　
先
入
観
を
も
た
ず
、
押
し

付
け
に
な
ら
な
い
よ
う
に
患

者
さ
ん
本
人
、
家
族
の
希
望

を
し
っ
か
り
確
認
す
る
こ
と
を

心
掛
け
て
い
ま
す
。

　
診
療
の
待
ち
時
間
を
極
力

短
縮
す
る
こ
と
や
、
地
域
の

ニ
ー
ズ
に
ア
ン
テ
ナ
を
常
に
は

っ
て
気
を
配
っ
て
い
ま
す
。
ク

リ
ニ
ッ
ク
に
来
院
す
る
の
が
、

―

さ
い
ご
に

　
在
宅
医
療
・
地
域
医
療
を

普
通
の
仕
事
と
同
じ
よ
う
な

感
覚
で
仕
事
が
で
き
る
よ
う

に
、
ク
リ
ニ
ッ
ク
、
事
業
所

な
ど
を
運
営
し
て
い
き
た
い

で
す
。
誰
か
の
頑
張
り
だ
け

で
支
え
る
地
域
医
療
の
時
代

は
終
わ
り
に
し
た
い
で
す
。

―

こ
れ
か
ら
も
地
域
の
医
療
を

　
支
え
る
た
め
に
、
お
体
に
気

　
を
つ
け
て
ご
活
躍
い
た
だ
き

　
た
い
で
す
。

12

た
」
と
の
感
想
が
寄
せ
ら
れ

て
、
ほ
っ
と
し
ま
し
た
。

　
そ
し
て
先
日
は
防
護
服
の

完
全
武
装
で
、
高
熱
の
患
者

さ
ん
を
診
察
し
ま
し
た
。
聴

診
以
外
の
多
く
の
所
見
が
十

分
に
は
得
ら
れ
ず
、
も
ど
か

し
い
限
り
で
し
た
。
で
も
思

え
ば
、
日
常
の
慢
性
疾
患
診

療
で
も
、
患
者
さ
ん
と
の
距

離
が
開
い
て
い
た
よ
う
で
す
。

　
疫
病
の
流
行
が
続
く
限
り
、

し
か
た
な
い
事
で
し
ょ
う
が
、

た
と
え
デ
ィ
ス
タ
ン
ス
を

取
っ
て
も
、
医
の
心
の
原
点

だ
け
は
手
放
し
て
は
い
け
な

い
ぞ
、
と
あ
ら
た
め
て
肝
に

銘
じ
ま
し
た
。

　
そ
し
て
人
間
の
間
が
親
密

だ
っ
た
良
き
時
が
、
必
ず
戻

る
こ
と
を
信
じ
、
祈
り
つ
つ

歩
も
う
と
思
い
ま
す
。

122
今
日
出
会
う
　
す
べ
て
の
人
に
　

　
幸
有
れ
と
　
祈
る
私
に
　
な
れ
ま
す
よ
う
に

富
良
野
地
区
支
部　

下
田　

憲
（
け
ん
三
）

新年特集号
創立70周年記念号 原稿募集中！
字　数

600～800字
締切日
11月16日（月）必着
テーマは問いません。随筆
（暮らしの中での思い、旅
行記、趣味紹介、ユニーク
な視点等）をお寄せくださ
い。写真も募集しますの
で、奮ってご応募ください。

作品は、こちらまで

北海道保険医会 広報部
〒060-0042　札幌市中央区大通西6丁目6 北海道医師会館3階

011-231-6281 011-231-6283
info@h-hokenikai.comE-mail

（
Ｋ
・
Ｏ
）

診療報酬をめぐる複雑な制度体系の理解のために歯科

歯科保険診療便覧
2020年度点数改定版

　歯科診療報酬関連の告示・通知そのも
のを、わかりやすく分類・整理した、通称「茶
本」の最新版。歯科診療所、必携の一冊！

　歯科治療や専門的口腔ケアがウイルス感染予防に役立つこと
をわかりやすく解説！歯科医療機関が院内感染防止対策を徹底
し、安心して患者さんが受診できることを呼びかけています。本号
同封のミニリーフレットをご覧ください（1枚5円・送料込み）。

A4版・466頁　オールカラー（石川県保険医協会発行）
◎定価12,000円

会員価格 （税・送料込）7,000円

ご注文は兵庫県保険医協会まで　TEL：078-393-1809、FAX：078-393-1802



 

毎年多数の申込みがあり大変好評な接遇・電話対応マナー
講座を開催します！コロナ感染対策で、例年の定員を大幅に
削減して開催しますので、お早めにお申込み下さい。

コロナ禍で変わる労務管理と助成金・改正労働法から見える
社会の在り方についてお話いただき、今何をしなければなら
ないのか、詳しく解説します。

■日　時：11月28日(土)15時～18時（3時間）
■会　場：プラニスホール
　　　　　 （札幌市中央区北5条西2丁目エスタ11階
　　　　　　JR札幌駅直結）
■定　員：70名（先着順）
■参加費：会員の医療機関……1人 1,000円
　　　　 未入会の医療機関…1人 4,000円
■講　師：矢川 美惠子先生（ＡＮＡ ビジネスソリューション株式会社）

接遇・電話対応
マナー講座

北 海 道 保 険 医 新 聞 第939号（昭和40年4月18日 第3種郵便物認可）2020年（令和2年）11月5日 （4）

口腔機能発達不全症

お申し込み・お問い合わせは、北海道保険医会まで 011-231-6281 011-231-6283

　今次改定で歯科疾患管理料の小児口腔機能管理加算が廃止
され、小児口腔機能管理料が新設された。
　口腔機能発達不全症の診断と算定と併せて改めて整理して
みた。

※1　・

※2　・
・

・

※3　・

※4　・

　・

　・

※5　・
※6　・

小児口腔機能発達不全症の診断基準はＣｰ１からＣｰ１２のうち2
項目（うち少なくても一つはＣｰ１からＣｰ６を含む）に該当するこ
と、Ｃｰ１４の口呼吸はチェックリスト項目であるが、診断基準には
含まれていないので注意する。
口唇閉鎖力測定器。5歳児までは口唇閉鎖の平均値は6.09±2.03N
小児口唇閉鎖力検査に係る費用は、所定点数に含まれ別に算定で
きない。
小児口唇閉鎖力検査は、歯科疾患管理料（歯管）、小児口腔機能管
理料（小機能）、歯科疾患在宅療養管理料（歯在管）または小児在宅
患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料（小訪問口腔リハ）を
行っている患者について、3カ月に1回算定できる。なお疑い病名で
も算定できる。
写真による顔貌の変化の確認は動機づけにもなるので、初回の写
真撮影は必須。以後も少なくとも3回に1回以上撮影し、カルテに添
付またはデジタル撮影した画像を電子媒体に保存・管理する。
小児口腔機能管理料は、口腔機能発達不全症の評価項目のうち3
項目以上（うち少なくとも1つはC-１からC-６を含む）に該当する場
合に月1回算定できる。　管理計画を算定し、その内容をカルテに
記載もしくは写しを添付する。
歯科疾患管理料（歯管）と同日でなくても算定することが可能に
なった。
歯管または歯科特定疾患療養管理料（特疾患）を算定した患者が
対象となる。
口輪筋トレーニング器具
指導・管理にかかわる記録を文書により作成している場合は、記録
またはその写しをカルテに添付する。

ライフプラン講座
のご案内

～年金の仕組みと老後資金作り～

開業医のための実務セミナー

●日　時：11月15日（日）10時30分～12時
●対　象：会員、会員医療機関職員
●場　所：オンライン開催
●参加費：無料
●講　師：田中　猛　氏

●日　時：11月21日（土）16時～18時
●対　象：会員およびそのご家族 （定員50名・先着順）
●会　場：札幌市教育文化会館４F 講堂
　          （札幌市中央区北1条西13丁目）
●参加費：無料 ※事前予約が必要です。
●講　師：須藤 　臣 氏 （ファイナンシャルプランナー）（e-労務事務所／e-労務株式会社 代表取締役・会長・特定社労士）

webセミナーのご案内

労務管理編

傷病名：G、口腔機能発達不全症
療法・処置 点　数月　日 部　位

5/3 初診＋乳 261+40

「口腔機能発達不全症」　指導・管理記録簿 ※１

No 氏名　○○○○ 生年月日　2015年4月2日 年齢　5歳5か月

A
機　能

B
分　類

C
項　目

該　当
項　目

指導・管理
の必要性

初診時歯科外来診療環境体制加算
主訴：上の前歯が出ている
現症：5歳女児
　　  食事中よく舌を前に出すのが気になる。
　　  食べこぼしあり
　　  上下前歯部に開咬、上顎前歯に唇側
　　  傾斜を認める
　　  上下唇の翻転、発赤、肥厚を認める
　　  口腔内はやや乾燥気味で前歯部で
　　  プラークの付着が著明
　　  口腔機能発達不全症の疑いあり
混合歯列期歯周病検査（略）
スケーリング
Ｐ基処（オキシドール）
歯科疾患管理料＋文（略）
機械的歯面清掃加算
歯科衛生実地指導料（文書略）

23

80
108+57
15
80+10
105
80

C
C
C
C

6/15 再診＋乳＋明細
再診時歯科外来診療環境体制加算
混合歯列期歯周病検査（略）
歯科疾患管理料＋文（略）
小児口唇閉鎖力検査
（りっぷるくん使用）平均６.0Ｎ
管理記録簿記載記載（略） ※6
小児口腔機能管理料　文書提供（略）
Ｐ基処（オキシドール）

3
80
100+10
/

100
15

C
C
C
C

5/10 再診＋乳＋明細 53+10+1

53+10+1

8/12 再診＋乳＋明細
再診時歯科外来診療環境体制加算
歯科疾患管理料＋文（略）
小児口唇閉鎖力検査
（りっぷるくん®使用）平均７.２Ｎ
口唇閉鎖力、前歯唇側傾斜に改善を認める　
口腔内、顔貌写真撮影
小児口腔機能管理料　文書提供（略）

3
100+10
100

100

53+10+1

再診時歯科外来診療環境体制加算
口腔機能発達不全症チェックリスト
（離乳完了後）（別紙）
　Ｃｰ２：機能的因子による開咬あり
　Ｃｰ７：舌突出癖あり（乳児嚥下の残存）
　Ｃｰ10：安静時に口唇閉鎖ができない
　Ｃｰ14：口呼吸あり     
に該当し口腔機能発達不全症と診断 ※1
小児口唇閉鎖力検査
（りっぷるくん®使用）平均5.0Ｎ※2
口腔内、顔貌写真撮影 ※3
小児口腔機能管理料　管理計画書提供（略） ※4
管理計画：口唇閉鎖訓練
　　　　 （りっぷるとれーなー®使用）※5

3

100

100

※「上記以外の問題点」とは口腔機能発達評価マニュアルのステージ別チェックリストの
　該当する項目がある場合に記入する

Ｃｰ１ 歯の萌出に遅れがある

咀嚼
機能

食
べ
る

話
す

嚥下
機能

構音
機能

栄養
（体格）

その他

食行動

□

■

■

■

□
□
□
□

■

□

□

■

■
□

□

■

□

□

■

■
□

□

■
□
□

□

Ｃｰ４ 強く咬みしめられない

Ｃｰ６ 偏咀嚼がある
Ｃｰ５ 咀嚼時間が長すぎる、短すぎる

Ｃｰ11 口腔習癖がある
Ｃｰ12 舌小帯に異常がある

Ｃｰ14 口呼吸がある
Ｃｰ15 口蓋扁桃等に肥大がある
Ｃｰ16 睡眠時のいびきがある

Ｃｰ３ 咀嚼に影響するう蝕がある

Ｃｰ２ 機能的因子による歯列・咬合
　　   の異常がある

Ｃｰ８ 哺乳量・食べる量、回数が多すぎ
　　   たり少なすぎたりムラがある等

Ｃｰ10 口唇の閉鎖不全がある（安心
　　   時に口唇閉鎖を認めない）

Ｃ-17 上記以外の問題点
　　   （　　  　　　　　　　 　　）

Ｃｰ13 やせまたは肥満である（カウプ
　　   指数・ローレル指数で評価）

そ
の
他

Ｃｰ７ 舌の突出（乳児嚥下の残存）
　　   がみられる（離乳完了後）

Ｃｰ９ 構音に障害がある（音の置換、
　　   省略、歪み等がある）


